
豊川市看護師等修学資金貸与要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、看護師又は准看護師（以下「看護師等」という。）を養成

する学校又は養成所（以下「養成施設」という。)に在学する者で、将来、

市内の医療施設において、看護師等として業務（以下｢看護業務｣という。）

に従事をしようとする意思を有するものに対し、豊川市看護師等修学資金

（以下「修学資金」という。）を貸与し、これらの者の修学を容易にするこ

とにより、もって市内の医療施設における看護師等の確保に資することを目

的とする。 

（貸与の対象） 

第２条 修学資金の貸与を受けることができる者は、次に掲げる養成施設に在

学している者（５年一貫看護師養成課程の高等学校に在学している者につい

ては、専攻科に在籍する者に限る。）であって、その卒業後、市内の医療施

設（医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５第１項に規定する病院

又は同条第２項に規定する診療所であって、かつ、市内に所在地を有するも

のをいう。以下同じ。）において看護業務に従事(短時間労働者その他の市長

が定める者としての従事を除く。以下同じ。)をしようとする意思を有する

ものとする。 

(1) 保健師助産師看護師法（昭和２３年法律第２０３号。以下「法」とい 

う。）第２１条第１号の規定により文部科学大臣が指定した学校教育法（昭

和２２年法律第２６号）に基づく大学（短期大学を除く。） 

(2) 法第２１条第２号の規定により文部科学大臣が指定した学校 

(3) 法第２１条第３号の規定により厚生労働大臣が指定した看護師養成所 

(4) 法第２２条第１号の規定により文部科学大臣が指定した学校 

(5) 法第２２条第２号の規定により都道府県知事が指定した准看護師養成 

所 

（貸与の額及び方法） 

第３条  修学資金の貸与額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げ

る額とする。 

(1) 第２条第１号、第２号又は第３号に規定する養成施設に在学している



者 １月につき４万円 

(2) 第２条第４号又は第５号に規定する養成施設に在学している者 １月

につき１万５,０００円 

２ 修学資金は、貸与の契約に定められた月から養成施設の正規の修学期間を

修了する日の属する月までの間、毎月貸与するものとする。ただし、市長が

必要と認めるときは、あらかじめ、２月分又は３月分を併せて貸与すること

ができる。 

（貸与の申請） 

第４条 修学資金の貸与を受けようとする者は、当該年度の５月末日までに豊

川市看護師等修学資金貸与申請書（様式第１号）に次に掲げる書面を添えて

市長に提出しなければならない。 

(1) 身上調書（様式第２号） 

(2) 健康診断書（申請の日前２月以内に作成したもの） 

(3) 保証人となるべき者の実印が押印された保証書（様式第３号） 

(4) 保証人の印鑑証明書及び直近の収入状況がわかる書類 

(5) 戸籍謄本（未成年者に限る。） 

(6) 申請者の住民票（世帯主、続柄、本籍及び筆頭者の記載があるもの）

の写し（市外申請者に限る。） 

(7) 在学証明書 

２ 修学資金の貸与を受けた者が、当該資金の返還の債務を有するときは、当

該資金を返還した後でなければ、新たに修学資金の貸与は受けられないもの

とする。 

（保証人） 

第５条 修学資金の貸与を受けようとする者は、相当の資産を有し、かつ、独

立の生計を営む成年者の中から保証人２人を立てなければならない。ただ 

し、修学資金の貸与を受けようとする者が未成年者であるときは、保証人の

うち、１人は、法定代理人とする。 

２ 保証人のうち、少なくとも１人は、市内在住者でなければならない。ただ

し、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。 

３ 保証人は、修学資金の貸与を受けた者と連帯して債務を負担するものとす



る。 

４ 市長において保証人が不適当と認めるときは、当該保証人の変更を命ずる

ことができる。 

（選考） 

第６条  修学資金を貸与する者の選考は、第４条の規定により提出された書類

の審査及び面接によって行い、貸与の可否及びその額を決定する。 

（貸与契約の締結） 

第７条 修学資金の貸与の決定を受けた者は、速やかに誓約書（様式第４号）

を市長に提出し、市と豊川市看護師等修学資金貸与契約書（様式第５号）に

より修学資金を貸与する旨の契約を締結しなければならない。 

２ 修学資金には、利息を付さない。 

（貸与契約の解除及び貸与の停止） 

第８条 市長は、前条の規定による契約の相手方（以下「修学生」という。）が、

次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、その契約を解除するもの

とする。 

(1) 退学したとき。 

(2) 心身の故障のため修学の見込みがなくなったと認められるとき。 

(3) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。 

(4) 死亡したとき。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、修学資金の貸与の目的を達成する見込み

がなくなったと市長が認めるとき。 

２ 市長は、修学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は

停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分

まで修学資金の貸与を行わないものとする。この場合において、これらの月

の分として既に貸与された修学資金があるときは、その修学資金は、当該修

学生が復学した日の属する月の翌月以後の分として貸与されたものとみな

す。 

（借用証書） 

第９条 修学生は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、直ちに

借用証書（様式第６号）を市長に提出しなければならない。 



(1) 前条第１項の規定により契約を解除されたとき（同項第４号に該当す

る場合を除く）。 

(2) 養成施設を卒業したとき。 

（返還の債務の当然免除） 

第１０条 市長は、修学資金の貸与を受けた者が、次の各号のいずれかに該当

するに至った場合には、修学資金の返還の債務を免除する。 

(1) 養成施設を卒業した日から起算して１月以内（他の養成施設への進 

学、病気、負傷等市長がやむを得ないと認める理由により市内の医療施設

において看護業務に従事することができないときは、当該理由がなくなっ

た日から起算して１月以内。第１２条第１項第２号、第１５条第１号及び

第１６条第１項第４号において同じ。）に、市内の医療施設において看護業

務に従事し、かつ、引き続き市内の医療施設に在職した場合において、そ

の引き続く業務従事期間のうち看護師等として従事した期間が、修学資金

の貸与を受けた期間（第８条第２項の規定により貸与されなかった修学資

金に係る期間を除く。）に相当する期間に達したとき。 

(2) 前号に規定する業務従事期間中（次項の規定により業務従事期間とみ

なされる期間を含む。）に業務上の理由により死亡し、又は業務上の理由

に起因する心身の故障のため退職したとき。 

２ 前項第１号の場合において看護師等として従事した後退職し、直ちに（他

の養成施設への進学、病気、負傷等市長がやむを得ないと認める理由により

退職した場合については、その理由がなくなった後直ちに）市内の医療施設

において看護業務に従事することとなった者は、引き続き市内の医療施設に

在職したものとみなす。 

（就業延期の申請） 

第１１条 他の養成施設への進学、病気、負傷等の理由により、修学資金の貸

与を受けて養成施設を卒業した日から起算して１月以内に市内の医療施設

において看護業務に従事することができない者で、将来、前条第１項第１号

の規定により返還の債務の当然免除を受けようとするものは、就業延期申請

書（様式第７号）に、当該期間内に就業することができない旨を証するに足

りる書面を添えて市長に提出しなければならない。 



（返還） 

第１２条 修学資金は、修学資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該

当するに至った場合には、その理由の生じた日から起算して修学資金の貸与

の期間に相当する期間（第１６条の規定により返還の債務の履行が猶予され

たときは、この期間と当該猶予された期間とを合算した期間）で、年賦の均

等払いで返還しなければならない。ただし、繰り上げて返還することを妨げ

ない。 

(1) 第８条第１項の規定により修学資金を貸与する旨の契約が解除された

とき。 

(2) 修学資金の貸与を受けて養成施設を卒業した日から起算して１月以内

（前条の規定に基づき、就業延期申請書を提出した者の市長が承認した期

間を除く。）に、市内の医療施設において看護業務に従事しなかったとき。 

(3) 市内の医療施設において看護業務に従事した期間が修学資金の貸与を

受けた期間に達しなかったとき（第１０条第１項第２号に該当する場合を

除く。）。 

(4) 修学資金の返還の債務の免除を受ける前に、市内の医療施設において

看護業務に従事しなくなったとき（第１０条第１項第２号に該当する場合

を除く。）。 

２ 年賦の均等払いの方法によって返還する場合の１年の返還額は、貸与を受

けた修学資金の額を修学資金の貸与を受けた期間（当該期間に１年未満の端

数があるときは、これを１年に切り上げる。）に相当する期間の年数で除し

て得た額（返還額に１，０００円未満の端数を生じた場合は、最初の年分の

返還額で調整する。）とし、返還の時期は、毎年１２月末日とする。 

３ 第１項の規定により修学資金を返還しなければならない者は、その理由が

生じた日（第１４条による申請をした者については、その申請について全部

免除以外の決定の通知を受けた日）から起算して２０日以内に豊川市看護師

等修学資金返還計画書（様式第８号）を市長に提出しなければならない。 

（返還の債務の裁量免除） 

第１３条 市長は、修学資金の貸与を受けた者に特別の理由があると認める場

合には、修学資金の返還の債務の全部又は一部を免除することができる。 



（返還債務の免除の申請） 

第１４条 第１０条第１項又は前条の規定により修学資金の返還の債務の免除

を受けようとする者は、豊川市看護師等修学資金返還免除申請書（様式第９

号）を市長に提出しなければならない。 

（免除することができる返還債務の額） 

第１５条 第１３条の規定により修学資金の返還の債務を免除する場合におい

て、その免除する額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定

める額とする。 

(1) 養成施設を卒業した日から起算して１月以内に、市内の医療施設にお

いて看護業務に従事し、第１０条第１項の規定による修学資金の返還の債

務の免除を受ける前に退職したとき  当該看護師等として従事した期間

の月数に、１月の貸与額を乗じて得た額 

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき  そ

の都度市長が定める額 

（返還の猶予） 

第１６条 市長は、第１２条の規定により修学資金の返還の債務を履行すべき

者が次の各号のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に掲げる期

間、当該債務の履行を猶予することができる。 

(1) 第８条第１項の規定により修学資金を貸与する旨の契約が解除された

後も、引き続き養成施設に在学している場合 その在学している期間 

(2) 他の養成施設において修学する場合 その修学する期間 

(3) 災害、病気その他やむを得ない理由により修学資金を返還することが

困難であると認められる場合 その理由が継続する期間 

(4) 養成施設を卒業した日から起算して１月以内に、市内の医療施設にお

いて看護業務に従事している場合 その従事している期間 

２ 前項の規定により修学資金の返還の債務の履行の猶予を受けようとする者

は、豊川市看護師等修学資金返還猶予申請書（様式第１０号）を市長に提出

しなければならない。 

３ 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、その可否

を決定する。 



（学業成績証明書の提出） 

第１７条 修学生は、毎年学年が終了する日の属する月の翌月の１５日まで 

に、前学年末における学業成績を証する書面を市長に提出しなければならな

い。 

 （現況届の提出） 

第１８条 修学資金の貸与を受けた者は、毎年１０月１日から１０月１５日ま

での間に、前年の１０月１日（前年の１０月１日以後に就労した場合は、就

労を開始した日）から当該年度の９月３０日までの就労の状況等を記載した

現況届（様式第１１号）を市長に提出しなければならない。 

（異動等の届出） 

第１９条 修学生は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに

その旨を市長に届け出なければならない。 

(1) 住所又は氏名を変更したとき。 

(2) 退学したとき。 

(3) 修学に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。 

(4) 休学し、又は停学の処分を受けたとき。 

(5) 復学したとき。 

(6) 保証人の住所若しくは氏名に変更があったとき、保証人が死亡したと 

き、又は破産手続開始の決定その他保証人として適当でない理由が保証人

に生じたとき。 

２ 修学資金の貸与を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するに至った場

合には、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。 

(1) 前項第１号又は第６号に掲げる事項に該当するとき。 

(2) 養成施設を卒業したとき、又は看護師等の免許を取得したとき。 

(3) 市内の医療施設において看護業務に従事したとき。 

(4) 看護業務に従事する市内の医療施設を変更したとき。 

(5) 市内の医療施設において看護業務に従事しなくなったとき。 

                                住所 

３ 第 1 項第 1 号及び同項第６号並びに前項第１号の届出は、保証人等  変 

                                氏名 

更届（様式第１２号）により行うものとする。 



４ 第２項第３号の届出は、業務従事開始届（様式第１３号）により行うもの

とする。 

５ 第２項第４号の届出は、医療施設変更届（様式第１４号）により行うもの

とする。 

６ 第２項第５号の届出は、業務廃止届（様式第１５号）により行うものとす

る。 

７ 修学生又は修学資金の貸与を受けた者が、死亡し、又は失踪したときは、

親族又は保証人は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。 

８ 前項の規定による死亡の届出をしようとする親族又は保証人は、死亡者の

戸籍抄本を市長に提出しなければならない。 

（期間の計算） 

第２０条 第１０条第１項に規定する看護師等として従事した期間を計算する

場合においては、市内の医療施設において看護師等となった日の属する月か

ら、看護師等でなくなった日の属する月までを算入するものとする。ただ 

し、当該期間中に休職（業務に起因する休職を除く。以下同じ。）又は停職

の期間があるときは、休職又は停職の期間の開始の日の属する月から休職又

は停職の期間の終了の日の属する月までの月数を控除するものとする。 

（延滞利息） 

第２１条 修学資金の貸与を受けた者は、正当な理由がなくて修学資金を返還

すべき日までにこれを返還しなかったときは、返還すべき額（１,０００円

未満の端数金額及び１,０００円未満の金額は、切り捨てる。）に、当該返還

すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、年１４ .６パーセン

ト（納期限の翌日から１月を経過する日までの期間については年７．３パー

セント）の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞利息を支払わなければ

ならない。ただし、延滞利息に１００円未満の端数があるとき、又は延滞利

息が１００円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 

（委任） 

第２２条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項 

は、別に定める。 

附 則（平成２１年２月２３日） 



 （施行期日）  

１ この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

 （延滞利息の割合の特例） 

２ 当分の間、第２１条に規定する延滞利息の年１４．６パーセントの割合及

び年７．３パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特

例基準割合（平均貸付割合（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第

９３条第２項に規定する平均貸付割合をいう。）に年１パーセントの割合を

加算した割合をいう。以下この項において同じ。）が年７．３パー セントの

割合に満たない場合には、その年中においては、年１４．６パーセントの割

合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年７．３パーセントの割

合を加算した割合とし、年７．３パーセントの割合にあっては当該延滞金特

例基準割合に年１パーセントの割合を加算した割合（当該加算した割合が年

７．３パーセントの割合を超える場合には、年７．３パーセントの割合）と

する。 

附 則（平成２１年５月１日） 

 この要綱は、平成２１年５月１日から施行する。 

   附 則（平成２２年４月１日） 

 この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２７年４月１日） 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱による改正後の豊川市看護師等修学資金貸与要綱の規定は、この

要綱の施行の日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結された

契約については、なお従前の例による。 

   附 則（平成２８年４月１日） 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱による改正後の豊川市看護師等修学資金貸与要綱第４条の規定は、



この要綱の施行の日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結さ

れた契約については、なお従前の例による。 

 附 則（令和２年４月１日） 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 附 則（令和３年１月１日） 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和３年１月１日から施行する。 

 

 


